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職
員
の
給
与
は
、
職
務
の
内
容

と
責
任
の
度
合
い
に
応
じ
て
支
給

さ
れ
る
給
料
と
、
扶
養
手
当
や
通

勤
手
当
な
ど
の
一
定
の
条
件
に
当

て
は
ま
る
場
合
に
支
給
さ
れ
る
諸

手
当
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
額
に
つ
い
て
は
、
国
家
公

務
員
や
民
間
企
業
の
給
与
な
ど
を

考
慮
し
、市
議
会
の
議
決
を
経
て
、

条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
表

①
〜
③
）。

　

ま
た
、
市
議
会
議
員
の
報
酬
や

市
長
な
ど
の
特
別
職
の
給
料
は
、

市
内
の
学
識
経
験
者
な
ど
で
構
成

す
る
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
答

申
を
受
け
、
市
議
会
の
議
決
を
経

て
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す（
表

④
）。

　

江
別
市
で
は
、
職
員
の
退
職
手

当
を
支
給
す
る
た
め
に
、
北
海
道

市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
に
加

入
し
て
い
ま
す
。

　

退
職
時
に
は
、
こ
の
組
合
か
ら

退
職
時
の
給
料
月
額
、勤
続
年
数
、

退
職
事
由
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
た

金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
（
表
⑤
）。
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平
成
25
年
４
月
１
日
現
在
の
職

員
数
は
１
１
４
４
人
と
な
っ
て
お

り
、
最
も
職
員
数
が
多
か
っ
た
平

成
18
年
度
と
比
較
し
て
、
12
人

減
っ
て
い
ま
す
（
表
⑥
）。

　

ま
た
、
江
別
市
と
同
規
模
の
自

治
体
職
員
数
（
普
通
会
計
部
門
）

を
比
較
す
る
と
江
別
市
が
下
回
る

結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
（
表
⑦
）。

　

人
件
費
と
は
、
職
員
に
支
払
わ

れ
る
給
料
・
手
当
の
ほ
か
、
共
済

費
（
民
間
企
業
で
い
う
社
会
保
険

料
の
う
ち
事
業
主
が
負
担
す
る
部

分
）
を
含
む
費
用
の
合
計
を
い
い

ま
す
。

　

江
別
市
を
道
内
各
市
平
均
と
比

較
す
る
と
、
市
民
１
人
当
た
り
の

人
件
費
は
、
江
別
市
が
下
回
る
結

果
と
な
っ
て
い
ま
す
（
表
⑧
）。

　

ま
た
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水

準
を
100
と
し
た
場
合
の
地
方
公
務

員
の
給
与
水
準
「
ラ
ス
パ
イ
レ
ス

指
数
」
は
平
成
24
年
４
月
１
日
現

在
107
で
し
た
（
表
⑨
）。

（各年度 4月 1日現在）（平成 25 年 4月 1日現在）

施　設・業　務
12 月 １月

27
㈮

28
㈯

29
㈰

30
㈪

31
㈫

１
㈬

２
㈭

３
㈮

４
㈯

５
㈰

６
㈪

本庁舎 開庁 閉　庁 一部臨時開庁※１ 閉　　庁 開庁
水道庁舎 開庁 閉　庁 一部臨時開庁※２ 閉　　庁 開庁
教育庁舎
市役所大麻出張所
野幌鉄南地区証明交付窓口
豊幌地区センター証明交付窓口

開庁
開館 閉　庁・閉　館 開庁

開館

市民会館 開　館 閉　　館 開　館
各公民館
コミュニティセンター
えぽあホール
郷土資料館
セラミックアートセンター

開　館 閉　　館 開　館 閉館

図書館 閉館 開館 閉　　館 開　館 閉館
市立病院 開院 外来休診 午前のみ一部開院※３ 外来休診 休日当番医(内科/小児科/外科 ) 外　来　休　診 開院
夜間急病センター 平常通り（19:00 ～ 7:00 内科／小児科のみ）
各体育館 開　館 17 時まで 閉　　館 17 時まで 開　館
ご
み
収
集

燃やせるごみ
燃やせないごみ 平常通り 休　　業 平常通り

資源物
危険ごみ 平常通り 休　　業 平常通り

葬斎場 開　館 閉　　館 開館 閉　　館 開館 閉館 開　館

　12 月 28 日㈯から平成 26 年 1 月 5 日㈰
まで、市役所の業務はお休みします。
　この期間中に行う市役所の業務などをお知
らせします。

※１

※２
※３○

☎

※は国家公務員の時限的な (2 年間 ) 給与改定特例法による措置が無いとした場合の値。

※ ※
※

【取り扱い業務】


